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１【提出理由】

当社は、2018年６月20日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第

４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ

ります。

 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2018年６月20日

 

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

　　　　　　イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

　　　　　　　　１株につき金22円　　総額23,968,954,680円

　　　　　　ロ　効力発生日

　　　　　　　　2018年６月21日

第２号議案　取締役12名選任の件

　　　　　　　　　孫正義、ロナルド・フィッシャー、マルセロ・クラウレ、ラジーブ・ミスラ、宮内謙、サイモン・

　　　　　　　　　シガース、ユン・マー、ヤシル・アルルマヤン、佐護勝紀、柳井正、マーク・シュワルツ及び

　　　　　　　　　飯島彰己の各氏を取締役に選任するものです。

第３号議案　取締役の報酬等改定の件

　　　　　　取締役の金銭による報酬額を年額50億円以内とするとともに、当該取締役の金銭による報酬額とは

　　　　　　別枠で、当社取締役にストックオプションとして割り当てる新株予約権に関する報酬額を年額50億

　　　　　　円以内とするものです。

　　　第４号議案　ストックオプションとしての新株予約権の発行の件

　　　　　　ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任するもので

　　　　　　す。

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並

びに当該決議の結果

 

決議事項
賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件
決議の結果及び
賛成(反対)割合

(％)

第１号議案
剰余金の処分の件

5,930,083 76,022 1,371 (注)１ 可決 98.31%

第２号議案
取締役12名選任の件

   

(注)２

  

　孫　正義
　ロナルド・フィッシャー
　マルセロ・クラウレ
　ラジーブ・ミスラ
　宮内　謙
　サイモン・シガース
　ユン・マー
　ヤシル・アルルマヤン
　佐護　勝紀
　柳井　正
　マーク・シュワルツ
　飯島　彰己

5,197,898
5,536,302
5,654,707
5,653,545
5,653,652
5,653,535
5,651,782
5,651,832
5,511,758
5,008,465
5,273,464
5,786,572

670,762
427,379
309,033
310,145
310,038
310,155
311,908
311,858
344,112
996,633
690,224
218,529

137,791
42,777
42,777
42,777
42,777
42,777
42,777
42,777
150,596
1,371
42,777
1,371

可決
可決
可決
可決
可決
可決
可決
可決
可決
可決
可決
可決

89.58%
93.62%
95.03%
95.02%
95.02%
95.02%
95.00%
95.00%
93.32%
87.31%
90.48%
96.60%

第３号議案
取締役の報酬等改定の件

3,266,828 2,738,407 1,204 (注)１ 可決 66.52%

第４号議案
ストックオプションとして
の新株予約権の発行の件

4,518,944 1,486,329 1,159 (注)３ 可決 81.47%

 

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議

決権の過半数の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議

決権の３分の２以上の賛成による。
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　　(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ

り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が

できていない議決権数は加算しておりません。
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